
２．我が国の地震防災体制
■ 災害対策関係法（自然災害）

　災害対策は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興までの各段階に応じ、災害対策基本法を一般法とする各種関係法律に基づき行われている。

カテゴリー

地　　震

火山

風水害

地滑り
崖崩れ
土石流

豪雪

予　　　防 応　　　急 復　旧　・　復　興

　災害対策基本法

大規模地震対策特別措置法

地震財特法

地震防災対策特別措置法

建築物の耐震改修の促進に関する法律

密集市街地における防災街区の整備の推進に関する法律

砂防法
森林法
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法
地すべり等防止法
治山・治水緊急措置法
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

被災区分所有権建物の再建
等に関する特別措置法

台風常襲
地帯におけ
る災害防除
に関する特

　　　　　　　　　水　　　　　　　　　　防　　　　　　　　　　法
　　　　　　　　（ 河                     川                      法 ）

           豪    雪    地    帯    対    策    特    別    措    置    法

　　活　　　火　　　山　　　対　　　策　　　特　　　別　　　措　　　置　　　法

災害弔慰金の支給等に
関する法律

被災者生活再建支援法

天災融資法

公共土木施設災害復旧
事業費国庫補助の暫定
措置に関する法律

農林水産施設等災害復
旧事業費国庫補助の暫
定措置に関する法律

農業災害補償

農業協同組合法

激甚災害法

住宅金融公庫法

雇用保険法

産業労働者住宅資金融通法

労働者災害補償保険法

地方公務員災害補償法

国民生活金融公庫法

中小企業金融公庫法

商工組合中央金庫法

中小企業信用保険法

農林漁業金融公庫法

自作農維持資金融通法

公立学校施設災害復旧国庫負
担法

被災市街地復興特別措置法

災害被災者に対する租税の減
免、
徴収猶予等に関する法律

公共土木施設災害復旧事業費
国庫負担法

地震保険
に関する
法律

森林国営保
険法

森林組合法

災害救助法

自衛隊法

警察法

消防法
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■ 地震防災対策の体系

我が国の地震防災対策は、災害対策基本法に基づく防災基本

計画を基本として推進されてきた。

東 海 地 域

（駿河湾付近を震源とする海溝型巨大地震の発生が懸念）

・ 地震防災対策強化地域（６県167市町村 」の指定「 ）

・地震防災基本計画作成（平成11年７月修正）

防 【防災関係機関】

・地震防災強化計画、地震防災応急計画の策定

・地震財特法による施設整備の推進

災

南 関 東 地 域 、 近 畿 圏 、 中 部 圏 の 大 都 市 地 域

基

中央防災会議大都市震災対策専門委員会で今後の大都市震災対策のあり

方を提言（平成10年６月）

本

南 関 東 地 域 中 部 圏 ・ 近 畿 圏

（直下地震発生の切迫性） (地震活動が活発化する活動期)

計

・ 南関東地域直下の地震 ・平成13年６月の中央防災「

対策に関する大綱」決定 会議において設置が決定

画 （１都６県を対象） された「東南海、南海地

震等に関する専門調査会」

・ 南関東地域震災応急対 において、平成14年度を「

策活動要領」決定 目途に大綱等の策定の基

礎となる提言を頂く

・応急対策の分野ごとにア

クションプランの策定

地方公共団体

・地域防災計画の策定

・地震防災緊急事業五箇年計画の策定（各都道府県）

・施設整備の推進

指定公共機関

・防災業務計画を策定
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■ 地震防災対策の歴史 

我が国の震災対策は、昭和 35 年以前は災害救助や復旧に対す

る資金補助といった事後対策が中心だったが、昭和 36 年に災害

対策基本法が制定され、応急、予防、復旧・復興の対策相互の有

機的連携、災害対策の総合的・計画的な運用が行われることにな

った。 

 

○我が国における地震防災対策に係る法制度等の系譜 
年 契機となった災害  地震防災対策に係る法制度等 

昭和21 年 南海地震  

昭和22 年   

 

災害救助法 

昭和34 年 伊勢湾台風  

昭和36 年   

 

災害対策基本法（S３７中央防災会議設置、S38 防災基本計画決定） 

昭和37 年    激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 

昭和44 年    地震予知連絡会設置 

大都市震災対策推進要綱 
昭和46 年 

サンフェルナンド

地震   震災対策訓練の開始 

昭和51 年 

地震学会で東海

地震発生可能性

の研究発表 

 

 

 

 

昭和53 年    大規模地震特別措置法 

昭和55 年   
 

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業 

に係る国の財政上の特別措置に関する法律 

昭和58 年    当面の防災対策の推進について 

 

昭和63 年 

中央防災会議が

南関東地域直下

型地震の切迫性

指摘 

 南関東地域震災応急対策活動要領 

平成４年    南関東地域直下の地震対策に関する大綱 

地震防災対策特別措置法 

防災基本計画改定 

災害対策基本法の一部改正（６月、12 月） 

大規模地震特別措置法の一部改正 
平成７年 

阪神・淡路大震災 

  
建築物の耐震改修の促進に関する法律 

平成９年   密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 

平成11 年   被災者生活再建支援法 

 



■ 災害対策基本法の概要

災害対策基本法は、我が国の災害対策の根幹をなすものであ
り、①防災に関する責務や組織、防災計画、②災害予防・応急
・復旧・復興の各段階における各主体の役割や権限、③財政金
融措置と災害緊急事態等の災害対策の基本となる事項を定めて
いる。

○災害の定義、防災に関する責務

災害の定義…自然災害(地震､豪雨等異常な自然現象による被害)
事故災害(大規模な火事･爆発又は放射性物質の大量放出、

多数の者の遭難を伴う船舶の沈没等の大規模な
事故による被害）

責 務…防災計画の実施、相互協力等（国、地方自治体、住民等）

○防災に関する組織

平 常 時 災 害 時
非常災害対策本部､緊急災害対策本部国 中央防災会議

災害対策本部地方 都道府県防災会議､市町村防災会議

○防災計画

中 央 防 災 会 議 防 災 基 本 計 画

指 定 行 政 機 関
防 災 業 務 計 画

指 定 公 共 機 関

都 道 府 県 防 災 会 議
地 域 防 災 計 画

市 町 村 防 災 会 議

○防災のスキーム
災 害 予 防

・防災組織の整備
・防災訓練の実施
・防災施設整備や耐震化
・物資・資材の備蓄 等

応 急 対 策
災 害 復 旧 等

・消防、水防団、警察等の出動
・復旧事業の実施・被害状況の報告

・避難指示 ・補助金等の早期交付
・警戒区域設定 ・激甚災害に対処するた
・医療、土木建築工事、輸送関 めの財政援助 等

係者への従事命令
等・交通規制

 

 

 

発 災 

 

 

教訓等 



 17

■ 平成７年の災害対策基本法主な改正事項 

阪神・淡路大震災は我が国の災害対策上多くの教訓を残した。

災害対策法制上も、①国の緊急即応体制、②現場における自衛官

の権限、③地方公共団体の広域連携、④ボランティア、海外から

の支援への対応、高齢者・障害者等に対する措置、⑤被害情報の

収集・伝達等の面での問題点が指摘された。 

このようなことから、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成

７年度に二度にわたる改正を行った。 
 

○主な改正点 

平成７年６月 

改正 

○災害時における緊急通行車両の通行の確保のための規

定を追加 

 

平成７年12月 

改正 

○緊急災害対策本部について設置要件の緩和及び組織の

強化 

 

○緊急災害対策本部長の権限の強化 

 

○現地対策本部の設置 

 

○災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官への所要の権限

の付与 

 

○市町村長による都道府県知事に対する自衛隊の災害派

遣要請の要求等 

 

○地方公共団体相互の応援の推進 

 
（「平成８年度防災白書」より作成） 
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■ 中央防災会議の審議体制

平成１３年１月の中央省庁再編により、防災に関する重要事

項を審議する中央防災会議については、新たに学識経験者４名

を委員に加え、また、防災に関する重要事項に関して、内閣総

理大臣及び防災担当大臣に意見を述べることができる規定を整

備した。

【役割】

○防災基本計画及び地震防災計画の作成及び推進

○非常災害の際の緊急措置に関する計画の作成及び推進

○内閣総理大臣・防災担当大臣の諮問に応じての防災に関する重要事項

（防災の基本方針、防災に関する施策の総合調整、災害緊急事態の布

告等）の審議

○防災に関する重要事項に関し、内閣総理大臣及び防災担当大臣への意

見の具申
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■ 防災計画の体系

防 災 基 本 計 画

中 央･各種防災計画の基本

防災会議･災害等に関する科学的研究の成果、

発生した災害の状況や災害応急対 ･全閣僚策定

、 、策の効果を反映 ･日銀 日赤実施

･総合的・長期的計画、防災業務計 ＮＨＫ、Ｎ

画・地域防災計画において重点を ＴＴの長

おくべき事項について記載 ･学識経験者

防 災 業 務 計 画 地 域 防 災 計 画

（ 各 機 関 ご と に 作 成 ） (各地方公共団体ごとに作成)

･所掌事務・業務に関する計画 ･地域の実情に即した計画

･地域防災計画作成の基準（指 ･地域の災害に関する措置等に

定行政機関） ついての計画

実 策 実 策

施 定 施 定

指定行政機関 都道府県防災会議

指定公共機関 市町村防災会議

･中央省庁

･独立行政法人

知 事･日銀、日赤、ＮＨ

市町村長Ｋ、ＮＴＴ 等

  

 

 
防 災 計 画 体 系
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■ 政府の初動体制 

災害発生時に、官邸への迅速な報告連絡を行うため、平成７年、

内閣情報調査室を情報伝達の窓口とした。また平成８年には、内

閣情報集約センターが設立された。さらに、社会的影響の大きい

突発的災害が発生した場合、内閣としての初動措置を迅速に始動

するため、関係省庁の幹部が官邸に緊急参集し、情報集約を行う

こととした。 

 

○災害発生時における内閣府の応急対応 

（内閣府） （内閣官房）  
大規模地震発生

地震情報受信 

地震情報の受信・連絡 
・24 時間体制 
・一斉連絡、非常参集 

・情報対策室の設置 
・情報先遣チームの派遣 
・ＥＥＳの自動稼働 

被害状況等の情報収集・集約 
・ＥＥＳによる被害推計情報 
・被害の概括的情報 
・航空機による目視情報 
・公共機関の第１次情報 
・ヘリテレ等画像情報 

官邸、関係機関への情報連絡 
・総理、官房長官、官房副長官、

内閣危機管理監 
・内閣情報集約センター 
・関係省庁 

情報受理
（内閣府と同じ情報） 

被害規模の把握 

災害対策関係省庁連絡会議 

本部設置方針の可否 
及び今後の方針の決定 

（閣僚の参集場所）
以下の順序に基づき内閣官房長官等が決定 
1)官邸、2)内閣府（合同庁舎５号館）、3)防衛庁、
4)立川災害対策本部予備施設 

緊急参集チームによる情報集約 
政策統括官（防災担当） 
（官房副長官（事務）、危機管理監、関係省庁）

内閣総理大臣 

本部設置 
（分野別班編成）

・非常災害対策本部（本部長：防災担当大臣、副本部長：内閣府副大臣） 

・緊急災害対策本部（本部長：内閣総理大臣、副本部長：防災担当大臣） 

（＊著しく異常かつ激甚な災害の場合） 

本部運営 
（各省庁の対策とりまとめ、総合調整） 
・政府調査団の派遣（団長：非常（緊急）災害対策本部長） 
・現地対策本部（本部長：内閣府副大臣）の設置・運営 

内閣総理大臣 

閣 議 決 裁 

内閣情報集約センター 

（首都直下型等大規模地震発生時） 

（大規模地震発生時） 

（非常本部の場合） 

了解・指示 

（緊急本部の場合） 

意見具申 
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■ 非常災害発生時の応急体制 

非常災害が発生した場合における応急対策活動の実施につい

ては、第一次的には市町村が当たり、都道府県は広域にわたり総

合的な処理を必要とするものにあたる。また、地方公共団体の対

応能力を超える場合には、国が積極的に応急対策を支援すること

となる。 

 

 

○非常災害発生時の主な処置 

指定行政機関 

指定地方行政機関

現地災害対策本部

警察官等 
消防機関・水防団 

消防、水防、

救助等 

応急措置、物資

等 の 保 管 命

令・収容等

応急措置、従事命令

物資等の保管命令・

収容等 

応急措置 

非常（緊急）災害

現地対策本部 

都道府県災害対策本部 

指示 

総合調整 

応急措置要請 

応急措置要請 

※指示

総合調整

勧告・助言等 

応急措置要請 

警報等通知 

職員派遣 

支援・総合調整

出動命令 
出動要請 

市町村災害対策本部 

現地災害対策本部

非常（緊急）災害 

対策本部 

予警報伝達・警告、避難勧告、指示、

警戒区域設定、応急措置、土地・建

物の使用・収容、従事命令等 

※注：指定行政機関に対する指示は、緊急災害対策本部の場合のみである。

 指定公共機関 

指定地方行政機関 
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■ 緊急、非常災害対策本部 

大規模地震災害が発生したときは、防災担当大臣を本部長とす

る「非常災害対策本部」を設置することができる。 

さらに著しく異常かつ激甚な地震災害が発生した場合には、内

閣総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部を設置することが

できる。 
 

○非常災害対策本部員の構成等 
 非常災害対策本部 

本部長 防災担当大臣 

副本部長 内閣官房副長官 

内閣府副大臣 

内閣府大臣政務官 

内閣危機管理監 

本部員 各省庁局長クラス 

その他の本部職員 事務局員 

現地対策本部員等 

現地対策本部長 内閣府副大臣 

大臣政務官 

現地対策本部員 本省庁課長クラス 

地方機関の幹部 

その他の現地対策本部職員 本省庁補佐クラス 

地方機関の課長等 

 

○緊急災害対策本部員の構成等 
 緊急災害対策本部 

本部長 内閣総理大臣 

副本部長 防災担当大臣 

内閣官房長官 

本部員 国務大臣 

内閣危機管理監 

その他 

その他の本部職員 課長クラス等 

申合せの事務局員 

現地対策本部員等 

現地対策本部長 内閣府副大臣 

大臣政務官 

現地対策本部員 各省庁課長クラス 

地方機関の幹部 

その他の現地対策本部職員 本省庁補佐クラス 

地方機関の課長等 
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○非常災害対策本部の設置状況（平成１３年１０月２４日現在） 
本  部  の  名  称 設 置 期 間 本 部 長 

1 豪雪地帯非常災害対策本部 38.1.29～5.31 国務大臣 

2 新潟地震非常災害対策本部 39.6.16～10.31 国務大臣 

3 昭和40年台風第23号、第24号及び第25号非常災害対策本部 40.9.17～12.17 国務大臣 

4 昭和41年台風第24号及び第26号非常災害対策本部 41.9.26～12.27 国務大臣 

5 昭和42年７月豪雨及び８月豪雨非常災害対策本部 42.7.9～12.26 国務大臣 

6 昭和43年十勝沖地震非常災害対策本部 43.5.16～44.5.2 国務大臣 

7 昭和47年７月豪雨非常災害対策本部 47.7.8～12.19 国務大臣 

8 昭和51年台風第17号非常災害対策本部 51.9.13～12.1 国土庁長官 

9 昭和52年有珠山噴火非常災害対策本部 52.8.11～54.12.4 国土庁長官 

10 昭和53年伊豆大島近海の地震非常災害対策本部 53.1.16～8.4 国土庁長官 

11 昭和53年宮城県沖地震非常災害対策本部 53.6.13～11.28 国土庁長官 

12 昭和54年台風第20号非常災害対策本部 54.10.20～12.4 国土庁長官 

13 昭和57年７月及び８月豪雨非常災害対策本部 57.7.24～12.24 国土庁長官 

14 昭和58年（1983年）日本海中部地震非常災害対策本部 58.5.26～12.23 国土庁長官 

15 昭和58年７月豪雨非常災害対策本部 58.7.23～12.23 国土庁長官 

16 昭和58年（1983年）三宅島噴火非常災害対策本部 58.10.4～59.6.5 国土庁長官 

17 昭和59年（1984年）長野県西部地震非常災害対策本部 59.9.16～60.2.19 国土庁長官 

18 平成３年（1991年）雲仙岳噴火非常災害対策本部 3.6.4～8.6.4 国土庁長官 

19 平成５年（1993年）北海道南西沖地震非常災害対策本部 5.7.13～8.3.31 国土庁長官 

20 平成５年（1993年）８月豪雨非常災害対策本部 5.8.9～6.3.15 国土庁長官 

21 平成７年（1995年）兵庫県南部地震非常災害対策本部 7.1.17～ 国土庁長官 

↓ 

兵庫県南部地震

対策担当大臣 

↓ 

国土庁長官 

↓ 

防災担当大臣 

22 平成９年（1997 年）ﾀ゙ ｲﾔﾓﾝﾄ゙ ｸ゙ ﾚー ｽ号油流出事故非常災害対策

本部 
9.7.2～9.7.11 運輸大臣 

23 平成12年（2000年）有珠山噴火非常災害対策本部 12.3.31～13.6.28 

※ 

国土庁長官 

↓ 

防災担当大臣 

24 平成12年（2000年）三宅島噴火及び新島・神津島近海地震非

常災害対策本部 
12.8.29～ 国土庁長官 

↓ 

防災担当大臣 

注）上記は災害対策基本法（昭和36年223号）に基づく非常災害対策本部。 

※ 噴火が沈静化したことによる。本部廃止と同時に有珠山噴火災害復旧・復興対策会議を設置。 
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■ 被害情報の早期把握と住民への情報提供 

災害時に迅速かつ的確な応急対応を行うためには、地震情報や

被害情報を早期に収集し、防災行政無線等により住民へ情報提供

する必要がある。 

 

○地震情報や被害情報の提供 

(財団法人日本気象協会ホームページより) 

大規模な地震が発生した場合、迅速な災害対策を円滑に実施する

ため、気象庁からの地震情報、関係省庁等が行うヘリコプターによ

る被災映像情報、また、地元市町村・都道府県等、日本放送協会を

はじめとする指定公共機関、その他防災関係機関からの被害状況・

規模など、災害に関する第一次情報を的確に収集し、全体的な被害

規模や程度を把握することが重要。そのため、総理大臣官邸、指定

行政機関等に伝達する情報・通信体制の整備を推進している。 
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¾ 被災地への輸送ルートの最短経路検索 
¾ ヘリコプターによる重傷者搬送ルート決定 

応急対策計画の
迅速な立案に活用 

防災関連施設データ 
• 道路，港湾，ヘリポート等 
• ライフライン，通信施設等 
• 病院，避難施設等 

面的震度分布の推計 
（1km メッシュ）

気象庁の観測点震度情報 

地震発生後自動受信 

地質・地形データ 
（地盤種類）

建築物データ 
（木造・非木造

築年区分）

建築物被害の推計 
（1km メッシュ，市区町村別）

建築物倒壊による人的被害の
推計（死者・重傷者） 

（1km メッシュ，市区町村別） 

人口データ 
（昼夜間別 

建物滞留人口）

地震発生後30 分以内 

現地からの被害情報 

本部設置の要否等の判断 
関係機関の応急対策に活用 

GIS（地理情報システム）を活用した  自動処理システム

■ 地震防災情報システム（DIS） 

阪神・淡路大震災時に地震被害の把握の遅れが初動対応の遅れ

につながったという反省から、地震被害情報が入らなくても、震

度情報・地形・地盤・人口・建物等の情報をコンピュータ上の数

値地図上で被害規模を推計。政府の初動体制を早期に立ち上げる

ことを目的とする地震被害早期評価システム(EES)及び各種応急

対策を支援する応急対策支援システム(EMS)からなる地震防災情

報システム(DIS)の整備を進めている。 
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■ 広域防災体制 

阪神・淡路大震災を契機として、相互応援協定の締結が進んで

いる。今後、地方公共団体の区域を越えた相互間地域防災計画の

策定の推進方策について検討することとしている（ただし、火山

や原子力災害で幾つかの市町村で既に策定している例がある）。 

 

○応援協定の締結状況 

 

 

 

 

阪神・淡路大震災以前

には 18 都県のみであ

ったが、平成８年７月

には 47 の全都道府県

間で協定が締結され

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成12年現在、3,252

市町村のうち７割の

2,255 団体で締結され

ている。 

586

1,316

1,864

2,124 2,191 2,255

0
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阪神・淡路大震災以前 平成７年 平成８年
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結
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府
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数

《都道府県間》 

《市町村間》 

阪神・淡路大震災 
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○協議会と相互間地域防災計画の策定状況 

 

協議会名・設置年月 

 

計画名 策定年月 構成市町村 

１ 十勝岳火山防災会議協議会

（北海道）H2.4.17 

十勝岳火山

噴火地域防

災計画 

H2.6 上富良野町、美瑛町 

２ 有珠山火山防災会議協議会

 （北海道）S56.4.27 

有珠火山防

災計画 

S56.10 伊達市、虻田町、壮瞥

町 

３ 駒ヶ岳火山防災会議協議会

 （北海道）S55.10.8 

駒ヶ岳火山

噴火地域防

災計画 

S58.11 森町、砂原町、鹿部町、

南茅部町、七飯町 

４ 恵山火山防災会議協議会 

 （北海道）H9.3.15 

協同でハザ

ードマップ

は作成済み

検討中 恵山町、椴法華村 

５ 草津白根山防災会議協議会

 （群馬県）S58.4.1 

草津白根山

防災計画 

 

S58.3 草津町、嬬恋村、六合

村 

６ 阿蘇火山防災会議協議会 

 （熊本県）S42.11.4 

阿蘇火山防

災計画 

S42.11 阿蘇町、一の宮町、白

水村 

７ 雲仙岳防災会議協議会 

 （長崎県）H3.7.2 

雲仙岳防災

計画 

 

H3.7 

 

島原市、小浜町、深江

町、布津町、有家町、

西有家町、北有家町、

南有家町、口之津町、

加津佐町、南串山町、

千々石町、愛野町、吾

妻町、瑞穂町、国見町、

有明町 

８ 桜島火山爆発防災会議協議

会（鹿児島県）S48.7.24 

桜島火山爆

発防災計画

S48.12 鹿児島市、桜島町 

９ 泊発電所原子力防災会議協

議会（北海道）S62.12.7 

泊発電所周

辺地域原子

力防災計画

H元.3 泊村、共和町、神恵内

村、岩内町 
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■ 緊急消防援助隊の役割、体制 

緊急消防援助隊は、大規模災害の発生に際して、迅速な情報収

集、消火、救出・救助等を行うため、全国から高度な資機材を装

備した救助隊等が出動し効果的な消防応援活動を行う体制を確

立することを目的として、平成７年に全国の消防機関による緊急

消防援助隊が創設された。規模は、部隊数1,785（構成員2万6,000

人）となっている。 

 

○大規模災害時の緊急消防援助隊の対応 

 

 (消防庁作成) 

（
出
動
）

（統一協定に基づく応援出動）

災害発生市町村

隣接市町村

同一都道府県内
市町村

近隣都道府県域内
市町村

災害発生市町村の
属する都道府県知事

（協定に基づく応援出動）

（広域協定に基づく応援出動）

（応援要請）※（応援要請）※

消 防 庁 長 官

緊急消防援助隊の
属する都道府県知事

指揮支援部隊
救助部隊
救急部隊
消火部隊

後方支援部隊
航空部隊
水上部隊
特殊災害部隊

緊急消防援助隊

（出動要請）

（出動要請）

　応援要請を待ついとまがないと認めら
れるときは、※を要せず消防庁長官が、
直接出動要請をすることができる。
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■ 広域緊急援助隊の役割、体制 

警察は、災害時には、地域情報の収集、住民の避難誘導、救出･

救助、行方不明者の捜索、交通規制による緊急輸送路の確保、治

安維持、検死業務といった広範な対応が必要となる。阪神・淡路

大震災の教訓を踏まえ、都道府県の枠を超えた広域的な災害対策

の専門部隊として広域緊急援助隊を創設した(平成７年)。現在、

規模は約 4,000 人(機動隊員約 1,500 人、管区機動隊員約 1,000

人、交通機動隊員及び高速道路交通警察隊員約1,500人)である。

 

○大規模災害時の警察の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(｢我が国の新しい大規模災害応急対策｣(大規模災害応急対策研究会､平成８年)より作成) 

官邸 

【情報】

国家公安委員会 

警 察 庁 

都道府県公安委員会

都道府県警察本部
警察署

現場警察官

ﾊﾟﾄｶｰ､交番等

関係省庁等 隣接都道府県警察本部 警察用航空機

ヘリコプター

【被災地現場活動】 

都道府県公安委員会 

都道府県警察本部長 

 警察署長

応援警察官

広域緊急援助隊

現場警察官

救出救助、緊

急交通路の確

保等 

(画像情報)

(被災地)

○援助要求は、被災地の公

安委員会から他の公安

委員会に対して行う。 

※実務上、警察本部長の専

決処分としており、迅速

に対応が可能。 

○警察官職務執行法、

道路交通法等に定め

られた警察官の権限

に基づき、直面する

事態に対して、臨機

応変に対応する。 

①先行情報班

②救出救助班

③交通対策班

④活動支援班
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■ 自衛隊の災害派遣 

自衛隊の災害派遣は、自衛隊法の規定上、都道府県知事などか

らの要請により部隊等を派遣することを原則としている。 

ただし、防衛庁長官又は長官が指定する者（方面総監、師団長、

駐屯地司令の職にある部隊等の長）は、特に緊急な事態で、要請

を待ついとまがないときには、要請を待たないで部隊等を派遣す

ることができる。 
 

○最近の主な派遣実績（概数） 
災害 時期 延べ人員 延べ車両 延べ航空機 延べ艦艇 

阪神・淡路大震災 7.1.17-4.27 225万4,700名 34万6,800両 1万3,300機 680隻

有珠山噴火 12.3.29-7.24 10万名 3万7,000両 1,000機 100隻

三宅島火山活動 

12.6.27-7.2 

12.8.20-8.26 

12.8.29-13.10.3

4万7,340名 2,180両 400機 470機

鳥取県西部地震 12.10.6-10.18 1,300名 500両 40機 - 

芸予地震 13.3.24-3.27 530名 170両 40機 10隻

 

○要請から派遣、撤収までの流れ 

（出典「防衛庁ホームページ」） 
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■ 災害拠点病院 

災害拠点病院は、胸部・腹部外科同時手術等高度の診療機能、

広域搬送への対応機能、自己完結型の医療救護チームの派遣機

能、地域の医療機関への応急用資器材の貸出し機能等を有し、24

時間対応可能な緊急体制を確保したものであり、災害時の医療拠

点となる。 
 

○設置方針（厚生労働省） 

基幹災害医療センター 原則として各都道府県に１か所設置する 

地域災害医療センター 原則として各二次医療圏*に１か所設置する 
*医療法に定められた地域単位で患者を入院させて一般的な医療を行う圏域。市町村界より大きく県界よ

り小さい圏域。 
 
○指定状況（平成１３年１０月１日現在） 

      

都道府県 
基幹災害医療 

センター 

地域災害医療 

センター 
都道府県

基幹災害医療 

センター 

地域災害医療 

センター 

北海道 1 22 滋賀県 1 5 

青森県 1 7 京都府 1 7 

岩手県 2 9 大阪府 1 16 

宮城県 1 10 兵庫県 1 13 

秋田県 1 11 奈良県 1 3 

山形県 1 6 和歌山県 1 7 

福島県 1 7 鳥取県 1 3 

茨城県 1 7 島根県 1 6 

栃木県 1 8 岡山県 1 6 

群馬県 1 11 広島県 1 13 

埼玉県 1 8 山口県 1 9 

千葉県 3 14 徳島県 1 6 

東京都 2 58 香川県 1 5 

神奈川県 0 28 愛媛県 1 6 

新潟県 1 14 高知県 1 4 

富山県 1 4 福岡県 1 14 

石川県 1 7 佐賀県 2 5 

福井県 1 7 長崎県 2 9 

山梨県 1 8 熊本県 1 12 

長野県 1 10 大分県 1 10 

岐阜県 1 5 宮崎県 1 9 

静岡県 1 16 鹿児島県 1 10 

愛知県 1 13 沖縄県 1 6 

三重県 1 5 合計 52 479* 

 ＊基幹災害医療センターとの重複（５箇所）含む      

(｢災害拠点病院の指定状況｣(厚生労働省､平成13年)より作成)



■ 我が国の防災関連諸制度の変遷
区分 年・契機となった災 砂防・海岸・河川関連 災害応急関連 市街地・建物関連 避難・輸送関連 国土基盤整備 その他（被災者支援・災害復旧）

明治5年
　銀座大火

□煉瓦建築令

明治13年 □屋上制限令（明治14
年）

■備荒儲畜法（明治13年、32年廃止）

明治27年
　大水害

（治水三法）
■河川法（明治29年）
■砂防法・森林法（明治30
年）

明治32,33年 ■水難救護法
　（明治32年）
■行旅病人及行旅死亡人
　取扱法（明治32年）

■（旧）耕地整理法
　（明治32年制定）

■災害準備金特別会計法（明治32年：
　明治44年廃止）
■罹災救助基金法（明治32年）
■災害土木費国庫補助規定（明治32年）

明治41年
　甲信地方水害
明治43年
　関東地方大水害

■治水費資金特別会計法
　（明治44年）

■水害予防組合法
　（明治41年）

■（新）耕地整理法
　（明治42年）

□災害土木費国庫補助規定（明治44年）

大正8年 ■旧都市計画法
　（4月5日：昭44廃止）
■市街地建築物法
　（4月5日：昭25廃止）

大正12年
　関東大震災（9月）

○震災復興土地区画事業
□市街地建築物法施行令
改

正（木造レンガ造制
限

■特別都市計画法
　（12．12．24：昭16廃止）
■震災害後公債法

昭和12年 ■防空法（昭和12年：
　昭21年廃止）
□防空建築規則（昭14
年：32年廃止）

昭和21年
　南海地震

■災害救助法
　（昭和22年）
■消防組織法
　（昭和22年）
■消防法
　（昭和23年）

□臨時防火建築規制
　（昭和23年）
○戦災復興土地区画整理
事
　業
○新防火地域指定（昭21．
　　９）

■住宅緊急措置令（昭21年）
■罹災都市借地借家臨時処理法（昭21年
8.27）
■戦災復興特別都市計画法（昭21年）
■農業災害補償法（昭22年12.15）
■災害被害者に対する租税の減免徴収猶予
等に関する法律（昭22年12.13）

昭和24年 ■土地改良法 ■水防法（昭和24年） ■平和・文化都市建設法（広島・長崎市）
■国民生活金融公庫法（昭24.5．2）

昭和25年 ■漁港法（昭25.12.15）
■港湾法

■電波法（昭25年） ■建築基準法 ■国土総合開発
法

■農林水産業施設災害復旧事業費国庫負担
の暫定措置に関する法律（昭25.5.10）
■生活保護法
■住宅金融公庫法(昭25.5.6)

昭和26年 ■森林法全面改正 ■公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
■公営住宅法(昭26.6.4)
■土地収用法（昭26）

昭和27年 ■気象業務法 ■耐火建築促進法
　（昭36廃止）
□防火地域指定について
　（6月17日）

■道路法（昭27.6.10） ■電源開発促進
法
（昭27.7.31）

■漁船損害等補償法（廃止？）
■農業共済基金法（昭27.6.20:平11廃止）
■農林漁業金融公庫法（昭27.12.29）

昭和28年
　西日本豪雨及び
　台風13号

■有線電気通信法
　　(昭26.7.31 )

■鉄道軌道整備
法(昭28.8.5)

■公立学校施設災害復旧事業費国庫負担法
(昭28.8.27 )

昭和29年 ■警察法
■自衛隊法

■土地区画整理法
（昭29.5制定:30.4施行）

昭和30年 ■天災による被害農林水産業者等に対する
資金融通に関する暫定措置法

昭和31年 ■海岸法（昭31.5.12） ■都市公園法（昭31.4.20） ■空港整備法(昭
31年 )

昭和32年
　諫早水害（7月）

■特定多目的ダム法 ■水道法

昭和33年
　狩野川台風(9月)

■地すべり等防止法(33.3.31)
■台風常襲地帯における災害
の
　防除に関する特別措置法

■下水道法(昭33.4.24)

昭和34年
　伊勢湾台風(9月)

昭和35年 ■治山治水緊急措置法
（昭35.3.31）

■道路交通法(昭35.6.25)

■港湾整備緊急措置法 ■防災建築街区造成法
　　　（昭44年6月廃止）
■市街地改造法

■宅地造成等規制法（昭36.11.7）

昭和37年 ■激甚災害に対処するための特別の財政援
助等に関する法律(昭37.9.6)
■豪雪地帯対策特別措置法（昭37.4.5）

昭和38年

昭和39年6月16日
　新潟地震

■河川法全面改正
（昭39.7.10）

■母子及び寡婦福祉法(昭39.7.1)
■漁業災害補償法

昭和40年 ■山村振興法(昭40.5.11)

昭和41年 ○消防防災無線整備が開
始

■地震保険に関する法律（昭41.5.18）
■地震再保険特別会計法(昭41)

昭和43年5月16日
　十勝沖地震

■（新）都市計画法（6月）

昭和44年 ■急傾斜の崩壊による災害の
防 止 に 関 す る 法 律 （ 昭
44.4.1）
□急傾斜地府尾会危険区域に
おける災害防止に関し市町村
地域防災計画に定める事項に
ついて（８月20日）

○地震予知連絡会設置 ■都市再開発法（昭44.6
制
　定，施行）

昭和45年 ■廃棄物の処置及び清掃
に 関 す る 法 律 ( 昭
45.12.25)
○都道府県防災行政無線

■海洋汚染及び海上災害の防止に関する法
律（昭45.12.25制定、46年施行）

昭和46年2月
　ｻﾝﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ地震

○震災対策訓練の開始

昭和47年
集中豪雨(7月)及び

台風6,7,9号(8月)

■防災のための集団移転
促

進事業に係る国の財政
上

昭和48年 ○都道府県防災行政無線
網

整備に対する国庫補助
開

■災害弔慰金の支給に関する法律
（昭和48年9.18、57年）
■活動火山対策特別措置法（昭和48年、53
年改称）

大
正

明
治

昭
和
４
０
年
代

昭和36年

昭
和
２
０
年
代

昭
和
３
０
年
代

■災害対策基本法（昭和36年11月15日）

□大都市震災対策推進要綱（昭和46年5月25日：中央防災会議決定）

防災基本計画の策定（中央防災会議）
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区分 年・契機となった災 砂防・海岸・河川関連 災害応急関連 市街地・建物関連 避難・輸送関連 国土基盤整備 その他（被災者支援・災害復旧）

■石油コンビナート等災害防止法
（昭50.12.17）

昭和51年
地震学会：東海地

域での大地震発生可
能性の研究発表

■海洋汚染及び海上災害の防止に関する法
律(昭51年改正)

昭和52年 ○建設省総プロ「都市防
火

対策手法の開発」（～

昭和53年
伊豆大島近海地震

（1月）

□河川・海岸施設の耐震性調
査
　について（7月）

○市町村防災行政無線整
備

に対する国庫補助開
始、
　無線局開設認可
○中央防災行政無線網の
整
　備開始

デ

◎港湾施設の技術上の基準・
同
　開設（3月）

□東海地震の地震防災対
策
　強化地域に係る地震防
災
　応急計画及び地震防災
規
□震災対策に係る市町村
消防計画の見直しについ
て
□地震防災強化計画の作
成について

米国スリーマイル島
　原子力発電所事故

昭和55年

◎消防用施設の基準
　（7月）

■建築基準法改正（耐震
基
　準強化、昭56施行）
○都市防災不燃化促進事
業

昭和57年 □総合的な土石流対策の推進 ◎水道維持管理指針（日
本
　水道協会）

昭和58年

昭和59年 □港湾施設の液状化防止対策
の実施要綱（8月） ○通信衛星を使った消防

防災無線網整備開始(11
昭
和
６

昭和60年 □山地災害危険地区調査要領
（5月）

■電気通信事業法
（昭60.4施行）

■日本体育・学校健康センター法（昭60年
施行、平13年改正）

昭和61年

◎官庁施設の耐震点検・
改修要領（2月）

昭和62年 □地域防災計画の見直し
の推進について（6月30
日）

◎官庁施設の総合耐震設
計標準（4月）

□土砂災害対策推進要綱
（3月15日中央防災会議決定）
□河川審議会「総合的な治水
対策の実施方策についての提
言

□南関東地域震災応急対
策
　活動要領（12月6日中央

防災会議決定）（対
象平成4年

平成5年
　8月豪雨、台風13号

□風水害対策の強化について
　（平成6年4月28日）
◎「河川堤防耐震点検マニュ
ア
　ル」等（3月）
◎港湾施設：耐震設計基準の
厳

正な適用及び耐震強化岸壁
の

□地域防災計画に係る緊
急
　点検の実施について
　（2月6日）
□防災基本計画の修正に
伴

う地域防災計画の見直

■建築物の耐震改修の促
進
　に関する法律（10月制
　定，12月25日施行）
□建築物の耐震診断及び
耐
　震改修に関する指針

■被災市街地復興特別措置法（２月制定，
　施行）
◎兵庫県南部地震により被災した道路橋の
　復旧に係る仕様〈2月）

平成8年 ○防災エキスパート制度
　〈1月）
□風水害対策の強化について
　（5月30日）
□港湾における大規模地震対
策
　施設の整備の基本方針
　（12月）
○砂防ボランティア登録

○地震被害早期評価シス
テ
　ム運用開始（4月）
□災害時における初期救
急

医療体制の充実強化に
つ
　いて（5月）
○高密度強震計ネット
ワー

◎官庁施設の総合耐震計
画

基準、官庁施設の総合
耐
　震診断・改修基準
　（10月）

□緊急輸送ネットワーク計
　画
　等の策定について（5月）
□道路防災総点検について
　　　　（8月）
◎「道路示方書」改定
　　　　（11月）

平成9年 ◎港湾施設：液状化の予測・
判

定と桟橋の耐震設計法等に
つ
　いて（8月）
◎河川砂防技術基準（案）改

◎水道施設耐震工法指針
改
　定
◎下水道施設の耐震対策
指

針と解説改定（8月）

■密集市街地における防
災街区の整備の促進に関
する法律(5月制定,11月施
行）
○「被災宅地危険度判定
士」創設（5月）○土砂災害110番の開設 ◎美しい山河を守る災害復旧基本方針（3

月）

平成7年
　阪神・淡路大震災
（１月）

昭
和
５
０
年
代

□都市防災構造化対策事業計画の策定について（9月25日）

東海地震の地震防災対策強化地域における防災対策緊急事業計画及び防災対策事業強化計画の策定について（12月22日）

□当面の防災対策の推進について（5月24日）

□東海地震の地震防災対策強化地域に係わる地震防災基本計画（昭和54年9月3日中央防災会議決定）

■大規模地震対策特別措置法（昭和53年6月15日制定、12月14日施行）

■地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（5月28日）
（対象：地震防災対策強化地域）

□原子力発電所等に係わる防災対策上当面とるべき措置について（昭和54年7月12日中央号災会議決定）

◎自治省消防庁防災対策課「地域防災計画策定マニュア
ル」昭和63年3月10日（災害応急対策計画運用、防災アセ
スメント）

昭和49年
第10雄洋丸火災事故
昭和50年
三菱石油水島製油所
重油流出事故

□当面の防災対策の推進について（昭和50年8月15日：中央防災会議決定）

昭和54年

昭和63年
中央防災会議地震

防災対策強化地域指
定専門委員会が南関
東地域直下型地震の
切迫性指摘（6月）

□南関東地域直下の地震対策に関する大綱（平成4年8月21日中央防災会議決定）（対象：南関東地域）

昭
和
6
0
年
代
～

阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
前

■地震防災対策特別措置法（6月16日制定，7月18日施行

阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
降

□大都市地域の震災対策のあり方について（中央防災会議大都市震災対策専門委員会提言）
　　　　　　　　　　　　　　（6月23日）（対象：三大都市圏対象）

□南関東地域直下の地震対策に関する大綱（6月23日改正）（対象：南関東地域）

■災害対策基本法の一部の改正（9月27日）
■災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部の改正（12月8日）

□防災基本計画改定（平成7年7月18日中央防災会議）
□防災問題懇談会提言（9月11日）

平成10年
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区分 年・契機となった災 砂防・海岸・河川関連 災害応急関連 市街地・建物関連 避難・輸送関連 国土基盤整備 その他（被災者支援・災害復旧）
◎津波災害予測マニュアル（3
月）

□南関東地域の大規模震
災時における広域医療搬
送活動アクションプラン
第一次申し合わせ（8月）
（対象：南関東地域）

◎学校施設の耐震補強マ
ニュアル ＲＣ造校舎編
等（1月16日）

◎防災公園の整備効果評価
基準（案）解説（1月）

■被災者生活再建支援法（5月、11月施
行）
◎液状化地域ゾーニングマニュアル

○建設大学校：建設省・
都道府県職員「危機管理
研修」実施

平成11年
広島土砂災害、台

風18号（不知火町高
潮災害）、ＪＣＯ臨
界事故

○津波浸水予測データベース
作成

○建設大学校：市町村防
災担当者対象「危機管理
研修」創設〈1月）

■原子力災害対策特別措置法（12月制定,
　平成12年4月施行 ）

平成12年
有珠山、三宅島噴

火、鳥取県西部地
震、東海豪雨

■土砂災害警戒区域等におけ
る土砂災害防止対策の推進に
関する法律（4月27日）
○都市型水害対策に関する緊
急提言（11月）

平成13年
　芸予地震

■水防法改正
◎地域防災計画における高潮
対策の強化マニュアル（3月）

○高潮防災情報等のあり
方研究会報告

○災害に関わる住宅等の
被害認定基準検討委員会
報告

■：法律　　□：通達・閣議決定等　　◎：施設整備の基準、マニュアル等　　○：防災対策の取り組み

＊表中の法制度等の年月日は原則として施行日を用いた

阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
降

災害との関係
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